
 

                 

              ※利用には、事前の会員登録（無料）が必要です 

○ 子どもを預かってほしい 

・保育所等の開始前や終了後 ・保育所等が休みのとき 

・冠婚葬祭や保護者の病気、介護で外出するとき 

・買い物、美容院等へ出かけるとき など 

○ 保育所や幼稚園、放課後児童クラブなどへ子どもの送迎をお願いしたい 

○ その他、利用会員の必要な援助（お気軽にご相談ください） 

 

 

 

 

 

◆基本料金（子ども 1 人につき１時間あたりの料金） 

利用日時 基本料金（１時間あたり） 

平日（月曜日～金曜日） 

午前６時３０分～午後８時 
７００円 

土・日・祝日（年末年始を除く） 

午前６時３０分～午後８時 
１，０００円 

◆延長料金 

 ３０分以内・・・・・・・・・・基本料金の半額 

 ３０分を超えて１時間まで・・・基本料金の１時間分 

◆キャンセル料 

 実施の前日まで・・・無料 

 実施の当日・・・・・予定時間分の半額 

 無断キャンセル・・・予定時間分の全額 

 

 

 

 

 

 

たとえば、こんな時利用できます 

こんな時は、利用できません 

利用料金は、１時間７００円から 

兄弟姉妹を預ける場合は、２人目から半額！ 

 

※援助できない内容※ 

 ○ 風邪などの症状がある場合 

 ○ 保護者の代わりに子どもを医療機関に連れて行くこと 

 ○ 体調悪化等の理由により保育施設等からの迎えの連絡があっ

た場合、保護者の代わりに迎えにいくこと など 

利用会員になるには・・・ 

生後３か月から小学校６年生

までのお子さんを持つ保護者

の方（市内在住） 

会員登録（無料）が必要です 

 



  

 

◆利用の流れ（利用会員の場合） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆お問い合わせ◆ 

 綾瀬市ファミリーサポートセンター（事務局） 

 〒２５２－１１０７ 綾瀬市深谷中４－７－１０ 

 (綾瀬市保健福祉プラザ２階 子育て支援センター内) 

 電話：０４６７－７７－１１２１ 

FAX：０４６７－７７－１１２３ 

 メール：f.s.c.ayase@gmail.com 

  開所時間：月曜日～金曜日 

８：３０～１７：００（土日祝、年末年始除く） 
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アドバイザー立会いのもと、

援助会員宅等で内容の確認や 

お顔合わせをします。 

援助会員になるには・・・ 

自宅で子どもを預かることのできる、心身ともに健康
で、２０歳以上の方（市内在住）  
 
☆送迎できる方、大歓迎☆ 
※登録後、当センターが行う講習会を受講(修了)した方 

 

保険に加入しています 

活動中の事故に備えて、ファミリーサポ

ートセンター賠償責任保険に一括加入

しています（会員負担はありません） 

 

会員登録は、綾瀬市ファミリーサポートセ

ンター（綾瀬市保健福祉プラザ２階 子育て支

援センター内）でできます。 

  

その都度、援助

会員に利用料金

を支払います。 

 

講習 子どもの事故と安全・ 
内容 子どもの心身の発達・遊び・ 

栄養等の知識と技術の講習など 
 
保育 無料 (要予約) 

受講 
無料 

mailto:f.s.c.ayase@gmail.com

